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議
会
だ
よ
り
 

昭
和
四
十
六
年
第
五
回
定
例
 

会
が
昭
和
四
十
六
年
九
月
二
十
 

七
日
本
町
議
会
議
事
堂
に
切
桜
木
 

さ
れ
、
一
日
間
の
会
期
に
よ
 

り
、
諸
議
案
が
慎
重
審
議
さ
 

れ
、
次
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
可
 

決
さ
れ
ま
し
た
。
 

⑥
専
決
処
分
を
報
告
し
承
認
を
 

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
可
 

決） 

⑥
金
田
町
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
条
 

例
の
一
部
改
正
に
つ
・
い
て
 

（
可
決
）
 

⑥
老
人
医
療
費
の
助
成
に
関
す
 

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
 

議
会
事
務
局
 

（
可
決
）
 

⑥
金
田
町
住
宅
改
修
資
金
貨
付
 

事
業
特
別
会
計
条
例
の
制
定
 

に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
金
田
町
有
線
放
送
電
話
に
関
 

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
 

る
条
例
に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
下
田
川
衛
生
組
合
規
約
の
一
 

部
改
正
に
つ
い
て
（
可
決
）
、
 

⑥
金
田
町
過
疎
地
域
振
興
計
画
 

の
認
定
に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
金
田
町
総
合
計
画
基
本
構
想
 

の
認
定
に
う
い
て
（
可
決
）
 

⑥
土
地
売
買
契
約
書
の
締
結
に
 

つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
金
田
町
簡
易
水
道
設
置
条
例
 

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
可
 

決） 

⑨
金
田
町
住
宅
改
修
資
金
貨
付
 

条
例
の
制
定
に
‘
つ
い
て
（
可
 

決） 

⑥
金
田
町
教
育
委
員
会
委
員
選
 

任
に
つ
い
で
 

（
宇
離
宮
英
一
氏
に
決
定
）
 

⑥
昭
和
四
十
六
年
度
金
田
町
一
 

般
会
計
補
正
予
算
 
（
第
四
 

！
号
）
に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
金
田
町
国
民
健
康
保
険
特
別
 

会
計
補
正
一
P
え
（
第
一
口
瓦
 

に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
昭
和
四
十
六
年
度
金
田
町
同
 

和
地
区
住
宅
改
修
資
金
貨
付
 

事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
 

て
（
可
決
）
 

⑥
昭
和
四
十
六
年
度
金
田
町
簡
 

易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
 

（
第
一
号
）
に
つ
い
て
（
可
 

決） 

⑧
昭
和
四
十
六
年
度
金
田
町
水
 

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
 

一
号
）
に
つ
い
て
（
可
決
）
 

⑥
狭
山
差
別
裁
判
に
反
対
し
、
 

無
実
の
石
川
一
雄
の
即
時
釈
 

放
を
要
請
す
る
議
会
決
議
に
 

つ
い
て
の
請
願
（
援
択
）
 

⑥
手
当
の
段
階
制
実
施
の
撤
回
 

に
関
す
る
請
願
書
（
採
択
）
 

⑥
老
人
の
た
め
の
低
家
賃
住
宅
 

な
ど
の
大
量
増
設
を
求
め
る
 

請
願
書
（
採
択
）
 

⑥
失
対
・
緊
就
の
退
職
金
制
度
 

の
確
立
を
求
め
る
請
願
書
 

（
採
択
）
 

⑥
昭
和
四
十
六
年
度
下
半
期
失
 

冒
宮
営
占
心
容
亭
呂
呂
営
電
舜
え
シ
器
歌
嚢
愛
‘
愛
営
雲
を
雲
・
マ
写
マ
】
ま
雲
言
之
雲
凸
シ
営
亭
】
ふ
窯
ま
凸
営
言
ま
中
窯
営
雲
窯
。
を
 

体
力
づ
く
り
 

歩

行

運

 

交
通
戦
争
の
名
や
っ
に
、
遂
 

年
自
動
車
（
特
に
自
家
用
車
）
 

の
激
増
、
こ
れ
に
反
比
例
し
て
、
 

歩
く
こ
と
が
い
よ
い
よ
少
く
 

な
っ
て
、
体
位
は
却
っ
て
低
下
 

す
る
の
が
現
今
の
姿
の
よ
う
 

で
す
。
 

そ
こ
で
、
体
カ
つ
く
り
国
民
 

会
議
の
呼
び
が
け
に
よ
り
、
 

昨
年
十
一
月
中
旬
、
体
力
づ
く
 

り
歩
行
運
動
大
会
を
開
催
し
ま
 

し
た
が
、
本
年
も
町
民
各
位
の
 

熱
望
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
に
 

な
り
、
昨
年
の
実
績
を
参
考
に
 

十
月
十
七
日
実
施
す
る
こ
と
に
 

致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
老
人
ク
 

ラ
ブ
・
婦
人
会
・
子
供
会
・
一
 

般
成
人
約
二
百
五
十
名
の
多
数
 

動

大

会

 

／ 

中
央
公
民
館
 

の
万
が
参
加
下
さ
い
ま
し
た
。
 

当
日
は
十
月
、
小
春
日
和
の
 

絶
好
の
天
候
の
下
、
午
前
九
時
 

二
十
分
一
区
を
先
頭
に
金
田
小
 

学
校
を
出
発
、
宝
見
ー
伊
方
 

橋
ー
上
金
田
ー
大
熊
橋
ー
神
田
 

橋
ー
西
金
田
ー
小
学
校
に
至
る
 

約
六
粁
の
コ
ー
ス
を
、
各
地
区
 

ご
と
の
隊
列
が
彦
山
川
原
の
風
 

景
や
、
上
金
田
一
帯
の
稲
田
の
 

黄
金
色
を
め
で
な
が
ら
、
さ
ら
 

に
進
む
に
つ
れ
て
浄
水
地
一
帯
 

の
紅
葉
間
近
き
自
然
に
接
す
 

る
、
変
化
に
富
ん
だ
コ
ー
ス
を
 

整
然
と
行
進
し
ま
し
た
。
 

は
じ
め
は
元
気
一
杯
に
歩
い
 

て
い
た
が
終
り
に
近
づ
く
に
つ
 

れ
て
、
 

「
と
て
も
一
人
で
は
歩
 

け
な
い
が
ど
し
ゆ
き
で
や
っ
 

と
」
と
い
う
相
当
参
り
か
け
た
 

姿
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
中
で
 

も
八
十
四
才
の
高
齢
者
が
壮
者
 

を
凌
ぐ
健
脚
で
最
後
ま
で
歩
き
 

通
す
な
ど
、
一
般
に
お
年
寄
が
 

若
い
人
よ
り
元
気
だ
っ
た
よ
う
 

で
す
。
 

い
づ
れ
に
し
て
も
、
す
べ
て
 

の
象
茄
者
が
歩
く
こ
と
の
大
切
 

さ
を
充
分
御
理
解
頂
け
た
と
信
 

じ
ま
す
？
こ
の
よ
う
に
盛
大
、
 

か
つ
有
意
義
に
大
会
を
終
了
し
 

ま
し
た
こ
と
を
感
謝
致
し
て
お
 

り
ま
す
。
 

ど
う
か
参
加
下
さ
っ
た
方
々
 

だ
け
で
な
く
、
町
内
す
べ
て
の
 

万
々
が
歩
く
こ
と
の
大
切
さ
を
 

認
識
、
で
き
る
だ
け
歩
く
こ
と
 

に
し
た
い
も
の
で
す
。
 

終
り
に
交
通
整
理
に
御
協
力
 

下
さ
い
ま
し
た
、
交
通
安
全
協
 

会
役
員
の
方
々
に
厚
く
お
礼
を
 

申
し
あ
げ
ま
す
。
 

対
事
業
計
画
策
定
を
め
ぐ
る
 

就
労
枠
の
大
幅
削
減
の
撤
回
 

を
求
め
る
請
願
書
（
採
択
）
 

⑥
老
人
の
た
め
の
事
業
の
実
施
 

を
求
め
る
請
願
書
（
採
択
）
 

⑥
老
人
福
利
年
金
制
度
な
ど
の
 

確
立
を
求
め
る
請
願
書
（
援
 

択） 

ー

●

‘

●

．

ー

ー

 

ー
‘
 

十
一
月
の
こ
よ
み
 

（
和
名
し
も
つ
き
）
 

一
日
 

灯
台
記
念
日
 

ク 

狩
り
ょ
う
解
禁
 

一一日 

万
国
郵
便
記
念
日
 

三
日
 

文
化
の
日
 

八
日
 

立
冬
 

十
一
日
 
世
界
平
和
記
念
日
 

十
五
日
一
七
五
三
祝
 

二
十
三
日
 
勤
労
感
謝
の
日
 

小
雪
 

二
十
六
日
 
秋
季
火
災
予
防
週
 

間
始
ま
る
。
 

金田町史 
今簿布価格 1,000円 

御希望の方は中央公民館へ 
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町
 

福
岡
県
同
和
地
区
農
家
農
業
 

経
営
改
善
資
金
制
度
の
お
知
ら
せ
 

昭
和
四
十
四
年
七
月
十
日
同
 

和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
公
 

布
施
行
さ
れ
、
す
で
に
ニ
カ
年
 

を
経
過
し
た
が
、
同
和
対
策
事
 

業
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
今
 

般
、
県
に
お
い
て
は
福
岡
県
同
 

和
地
区
農
家
農
業
経
営
改
善
資
 

金
融
通
制
度
を
創
設
し
て
県
内
 

に
お
け
る
、
同
和
地
区
農
家
の
 

農
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な
資
 

金
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
措
置
 

を
講
じ
、
同
和
地
区
農
家
の
農
 

業
経
営
の
安
定
と
農
業
生
産
力
 

の
増
強
を
積
極
的
に
推
進
す
る
 

田
 

こ
と
と
な
っ
た
。
 

金
 

第115号 第115 号 

制
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
 

次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
 

ご
利
用
さ
れ
る
よ
う
お
知
ら
せ
 

い
た
し
ま
す
。
 

ク
制
度
の
主
旨
β
 

本
県
に
お
け
る
同
和
事
業
の
 

総
合
的
対
策
の
一
環
と
し
て
、
 

同
和
地
区
農
家
を
対
象
と
し
た
 

農
業
金
融
制
度
を
確
立
す
る
こ
 

と
が
急
務
と
な
っ
た
。
 

ず
な
わ
ち
、
現
在
大
半
の
同
 

和
地
区
農
家
が
お
か
れ
て
い
る
 

劣
悪
な
生
活
環
境
や
、
農
業
経
 

営
規
模
の
零
細
性
等
に
よ
り
、
 

現
行
の
制
度
資
金
で
は
融
資
条
 

件
に
合
致
ず
る
も
の
が
少
な
 

く
、
し
か
も
担
保
能
力
、
融
資
 

機
関
の
信
用
度
、
事
業
費
の
一
 

部
自
己
負
担
能
力
等
が
不
足
す
 

る
も
の
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
 

の
同
和
地
区
農
家
が
真
に
必
要
 

と
す
る
資
金
を
円
滑
に
融
通
す
 

る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
状
 

態
に
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
す
 

る
方
策
と
し
て
、
農
業
近
代
化
 

資
金
制
度
を
参
考
に
し
、
そ
の
 

内
容
に
検
討
を
加
え
、
融
資
率
 

の
引
き
上
げ
と
貸
付
利
率
の
低
 

減
な
ど
を
図
る
と
と
も
に
農
業
 

経
営
に
必
要
な
直
接
的
経
費
 

（
運
転
資
金
）
を
追
加
し
て
、
 

同
和
地
区
農
家
が
容
易
に
活
用
 

で
き
る
よ
う
な
長
期
、
低
利
の
 

資
金
の
融
通
制
度
を
県
独
自
で
 

創
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

1
、
制
度
の
概
要
 

こ
の
制
度
の
概
要
は
、
次
の
 

と
お
り
で
あ
る
。
 

m
 
県
は
毎
年
度
一
定
の
資
金
 

を
福
岡
県
信
用
農
業
協
同
組
合
 

連
合
会
（
以
下
「
県
信
連
」
と
 

い
う
）
に
貸
し
つ
け
て
こ
の
資
 

金
の
融
通
の
円
滑
化
を
図
る
と
 

と
も
に
県
信
連
に
対
し
必
要
な
 

利
子
補
給
を
行
な
う
。
 

②
 
県
信
連
は
、
県
の
貸
付
金
 

の
額
の
四
倍
に
相
当
す
る
融
資
 

わ
く
を
設
定
し
て
、
組
合
転
貸
 

』
母
月
 

部
落
の
歴
史
⑧
 

五
 
え
た
解
放
令
 

明
治
以
来
今
日
ま
で
、
部
落
 

の
解
放
に
と
っ
て
、
三
つ
の
大
 

き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
 

一
つ
は
明
治
四
年
八
月
二
十
 

八
日
の
解
放
令
、
二
つ
は
大
正
 

十
一
年
」
耳
三
日
京
都
岡
崎
公
 

報
 
会
堂
に
於
け
る
水
平
社
の
旗
上
 

げ
、
三
つ
は
昭
和
四
十
年
八
月
 

十
一
日
の
同
和
対
策
審
議
会
の
 

I
 
答
申
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
 

田
 

解
放
令
は
大
政
官
布
告
第
六
 

十
一
号
で
「
え
た
、
非
人
の
称
 

を
廃
せ
ら
れ
候
条
、
自
今
身
分
 

田
 
職
業
と
も
平
民
同
様
た
る
べ
き
 

こ
と
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
 

し
こ
れ
は
名
目
だ
け
の
解
放
に
 

金
 
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
資
本
主
 

昭和46年11月1日 

義
社
会
に
投
げ
出
さ
れ
た
こ
れ
 

、
ら
の
人
々
は
、
実
質
的
な
自
由
 

を
か
く
と
く
す
る
こ
と
が
出
来
 

ず
、
し
か
も
徳
川
以
来
の
封
建
 

的
な
い
わ
れ
の
な
い
差
別
も
、
 

依
然
と
し
て
続
き
ま
し
た
。
今
 

ま
で
部
落
な
る
が
故
に
保
護
さ
 

れ
て
来
た
、
免
税
の
特
権
、
部
 

落
産
業
の
特
権
も
な
く
な
り
、
 

資
本
攻
勢
の
前
に
、
皮
革
産
業
 

ソ
 
な
ど
も
殆
ん
ど
部
落
か
ら
姿
を
 

G
 
消
し
部
落
の
人
々
は
、
一
層
貧
 

し
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
 

中

央

公

民

館

 

さ
な
島
国
で
資
源
に
乏
し
い
中
 

で
驚
く
よ
う
な
発
展
を
な
し
と
 

げ
ま
し
た
が
、
豊
か
な
資
源
を
 

持
つ
諸
外
国
と
の
競
走
に
勝
つ
 

た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
単
価
 

を
安
く
し
て
ゆ
く
外
あ
り
ま
せ
 

ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
賃
 

金
を
安
く
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
 

せ
ん
。
そ
こ
で
「
女
工
哀
史
」
 

の
よ
う
な
む
ご
い
、
人
間
性
無
 

視
の
労
働
が
強
制
さ
れ
た
わ
け
 

で
す
が
、
そ
の
場
合
日
本
の
農
 

村
の
貧
し
さ
が
、
大
き
な
働
き
 

を
し
た
こ
と
は
見
の
が
す
訳
に
 

は
い
き
ま
せ
ん
。
 

農
家
の
二
男
「
勇
や
娘
が
、
 

安
い
賃
金
で
働
か
さ
れ
た
の
で
 

し
た
。
ま
た
同
時
に
六
千
部
 

落
、
三
百
万
と
い
う
部
落
の
人
 

が
低
賃
金
に
一
層
拍
車
を
か
け
 

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
 

ま
せ
ん
。
日
本
の
繁
栄
は
、
こ
 

う
し
た
人
び
と
の
犠
牲
の
上
に
 

築
か
れ
た
の
で
し
た
。
 

そ
の
証
拠
に
、
政
府
は
解
放
 

令
以
来
今
日
ま
で
、
部
落
に
対
 

し
て
ほ
と
ん
ど
積
極
的
な
解
放
 

の
手
を
打
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
 

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
 

六
 
水
平
社
結
成
以
後
 

大
正
十
一
年
「
万
三
日
、
差
 

ー
〕
‘
・
月
は
と
め
て
ほ
し
い
グ
、
』
？
八
十
 
別
に
耐
え
か
ね
た
部
落
の
人
び
 

ー
ー
ル
の
使
用
で
流
血
は
拡
大
し
、
 

・
レ
」
は
「
全
国
か
ら
京
都
岡
崎
公
 

J

ノ

ノ

・

 

勧
 

業
 

係
 

の
方
法
に
よ
り
貸
付
け
を
行
な
 

・つ。 ⑧
 
こ
の
資
金
を
貸
付
け
る
場
 

合
、
組
合
は
、
福
岡
県
農
業
信
 

用
基
金
協
会
（
以
下
「
基
金
協
 

会
」
と
い
う
）
の
債
務
保
証
に
 

付
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
県
 

は
こ
れ
に
対
し
て
一
定
の
損
失
 

補
償
を
行
な
う
。
 

2
、
貸
付
け
対
象
者
 

県
下
の
同
和
地
区
内
に
住
所
 

を
有
す
る
農
業
者
で
、
原
則
と
 

し
て
一
農
家
に
一
人
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
借
受
け
者
が
最
終
 

償
還
時
ま
で
に
七
十
五
歳
を
超
 

え
る
こ
と
と
な
る
時
は
そ
の
後
 

継
者
を
連
滞
債
務
者
と
す
る
。
 

3
 
融
資
機
関
 

県
信
連
か
ら
、
こ
の
資
金
を
 

転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
組
合
 

は
、
農
業
協
同
組
合
法
第
一
〇
 

条
第
一
項
第
一
号
お
よ
び
第
一
一
 

号
の
事
業
を
あ
わ
せ
行
な
う
組
 

A
ロ
で
あ
る
。
 

4
 
資
金
の
種
類
 

m
 
農
業
用
建
築
物
ま
た
は
構
 

築
物
の
改
艮
、
造
成
ま
た
は
取
 

得
に
要
す
る
資
金
（
以
下
「
一
 

号
資
金
」
と
い
う
。
）
 

②
 
農
業
用
機
械
ま
た
は
器
具
 

の
取
得
に
要
す
る
資
金
（
以
下
 

二
号
資
金
」
と
い
う
。
）
 

⑧
 
果
樹
等
の
植
栽
ま
た
は
育
 

成
に
要
す
資
金
（
以
下
「
三
号
 

資
金
」
と
い
う
。
）
 

④
 
家
畜
の
購
入
ま
た
は
育
成
 

に
要
す
る
資
金
（
以
下
「
四
号
 

資
金
」
と
い
う
。
）
 

⑤
 
稲
作
転
換
に
伴
う
内
水
面
 

養
殖
漁
業
の
施
設
の
設
置
に
要
 

す
る
資
金
 
（
以
下
「
五
口
「
香
（
 

金
」
と
い
う
。
）
 

⑥
ノ
土
地
改
良
（
事
業
費
が
五
 

十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
 

七
号
 

ク 

六
号
 

ガ 

五
号
 

ク 

四
号
 

ク 

巨
lalt 

一
一
号
 

ク
 

一
号
資
金
 

区
 

分
・
 

五
年
以
内
 

十
年
以
内
 

十
五
年
以
内
 

七
年
以
内
 

十
五
年
以
内
 

七
年
以
内
 

十
二
年
以
内
 

償

還

期

限

 

一
年
以
内
 

二
年
以
内
 

「
犀
以
内
 

二
年
以
内
 

七
年
以
内
 

二
年
以
内
 

「
1ilFコ

 
据
置
期
間
 

‘日 

ま
」
父
匝
安
 

会
堂
に
集
ま
り
、
水
平
社
を
結
 

成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
明
治
の
 

解
放
令
が
、
政
府
の
万
か
ら
与
 

え
ら
れ
た
空
手
形
で
あ
る
の
に
 

対
し
て
、
人
間
と
し
て
の
権
利
 

に
目
覚
め
、
解
放
の
た
め
に
行
 

動
を
起
し
て
団
結
し
た
と
い
う
 

性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
 

と
き
に
だ
さ
れ
た
解
整
且
言
こ
 

そ
、
日
本
最
初
の
人
雄
旦
言
と
 

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
 

「
ー
前
略
ー
」
 

「
わ
れ
わ
れ
は
、
必
ず
卑
屈
 

な
る
言
葉
と
、
怯
儒
な
る
行
為
 

に
よ
っ
て
、
祖
先
を
は
ず
か
し
 

め、 

人
間
を
冒
漬
し
て
は
な
ら
 

ぬ
、
そ
し
て
人
の
世
の
冷
た
さ
 

が
、
ど
ん
な
に
冷
た
い
か
、
人
 

間
を
い
た
わ
る
こ
と
が
、
何
で
 

あ
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
 

わ
れ
わ
れ
は
心
か
ら
、
人
生
の
 

熱
と
光
を
願
求
破
讃
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

水
平
社
は
か
く
し
て
生
れ
 

た
、
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
 

に
光
あ
れ
」
こ
の
水
平
社
の
結
 

成
は
部
落
の
人
々
に
、
人
権
の
 

尊
さ
を
自
覚
さ
せ
た
と
共
に
、
 

国
民
の
間
に
、
は
じ
め
て
部
落
 

差
別
の
罪
深
さ
を
認
識
さ
せ
る
 

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
 

七
 
同
対
審
（
行
政
責
任
と
 

I
し
て
）
 

そ
の
後
、
大
正
の
末
か
ら
昭
 

和
に
か
け
て
、
多
少
の
変
遷
を
 

辿
り
な
が
ら
、
戦
後
い
ち
は
や
 

く
（
昭
和
二
十
一
年
）
指
導
者
 

の
松
本
治
」
郎
氏
は
京
都
で
、
 

部
落
一
放
委
員
会
を
結
成
し
ま
 

I

ー

れ

」

U

、
l

・

ー

 

ー
 

し
た
。
堰
濡
犀
ほ
臨
頂
 

落
解
放
同
盟
と
発
展
し
ま
し
 

た
。
同
盟
の
解
放
運
動
は
、
遂
 

に
同
和
対
策
審
議
会
を
発
足
さ
 

せ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
そ
 

の
結
果
、
昭
和
四
十
年
八
月
十
 

一
日
審
議
会
は
、
政
府
に
対
し
 

て
部
落
を
解
放
す
る
た
め
の
施
 

策
を
答
申
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
 

い
わ
ゆ
る
同
対
申
で
す
。
こ
れ
 

は
部
落
解
放
同
盟
が
差
別
は
生
 

活
の
実
態
で
あ
り
、
そ
の
保
障
 

は
当
然
政
治
が
な
す
べ
き
で
あ
 

る
と
し
て
、
行
政
責
任
の
明
確
 

化
を
要
求
し
て
来
た
こ
と
に
対
 

す
る
、
答
申
が
そ
れ
で
あ
り
ま
 

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
部
落
解
放
 

の
、
政
治
責
任
が
明
確
に
な
 

り
、
続
い
て
昭
和
四
十
四
年
七
 

月
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
同
対
申
に
は
、
い
ろ
い
 

ろ
な
評
価
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
 

が
全
部
実
現
ざ
れ
た
ら
、
完
全
 

に
部
落
は
解
放
さ
れ
る
と
い
う
 

幻
覚
を
も
つ
こ
と
は
、
特
に
い
 

ま
し
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
 

ん。 
「
明
治
百
年
に
し
て
」
よ
う
 

や
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
行
政
 

貴
任
の
」
明
確
化
は
、
部
落
解
 

放
に
と
っ
て
、
何
と
い
っ
て
も
 

画
期
的
な
こ
と
で
、
解
放
が
新
 

し
い
局
面
を
迎
え
た
と
い
え
る
 

で
し
ょ
う
。
 

以
上
で
「
部
落
の
歴
史
」
の
概
 

要
を
述
べ
終
り
ま
し
た
が
、
一
 

般
に
「
貧
よ
り
っ
ら
い
も
の
は
 

な
い
」
と
ロ
、
は
い
え
て
も
、
 

ー

ー

、

 

／

 

I
ー 

伯
扮
伯
暴
《
ど
ん
底
生
活
の
 

る
。
）
に
要
す
る
資
金
（
以
下
 

「
六
号
資
金
」
と
い
う
。
）
 

⑦
 
種
苗
、
飼
料
、
肥
料
、
農
 

薬
等
の
購
入
、
労
賃
そ
の
他
前
 

各
号
に
掲
げ
る
資
金
に
係
る
事
 

業
の
経
営
に
必
要
な
資
金
（
以
 

下
「
七
号
資
金
」
と
い
う
。
）
 

・
以
上
五
号
資
金
ま
で
あ
る
内
 

五
号
資
金
を
除
き
二
種
類
以
上
 

の
資
金
の
セ
ッ
ト
融
資
は
差
し
 

支
え
な
い
が
、
七
号
資
金
の
単
 

独
融
資
は
認
め
な
い
。
 

五
、
貸
付
条
件
 

田
 
貸
付
限
度
額
 

こ
の
資
金
の
貸
付
限
度
額
は
 

一
農
家
あ
た
り
二
〇
〇
万
円
 

（
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
 

場
合
は
、
一
、
〇
〇
〇
万
円
）
 

以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
。
 

事
業
費
に
謹
『
ノ
る
融
資
の
割
合
 

は
一
O
〇
分
元
〇
以
内
と
し
、
 

貸
付
額
の
下
限
は
一
〇
万
円
と
 

す
る
。
 

2
 
貸
付
利
率
 

年
利
 
三
・
五
％
以
内
と
 

す
る
。
 

⑧
 
償
還
期
限
お
よ
び
据
え
置
 

き
期
間
 

次
の
表
に
掲
げ
る
通
り
と
す
 

る。 6
、
担
保
お
よ
び
保
証
人
 

m
 
担
 

保
 

原
則
と
し
て
二
〇
〇
万
円
ま
 

で
は
無
担
保
貸
付
け
と
す
る
が
 

必
要
が
あ
る
と
き
は
担
保
を
徴
 

す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

②
 
保
証
人
は
二
名
（
相
互
保
 

証
可
、
生
活
保
護
受
給
者
は
不
 

狗
ト
肥
技
そ
の
う
ち
の
一
名
 

は
組
合
員
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
 

び
他
の
一
名
は
、
同
一
市
町
村
 

ま
た
は
当
該
組
合
の
地
区
内
に
 

居
住
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 

要
件
と
す
る
。
 

以
上
 

こ
の
融
資
に
つ
い
て
の
申
し
 

込
み
は
農
協
が
窓
ロ
と
な
っ
て
 

お
つ
ま
す
の
で
農
協
へ
申
し
込
 

み
下
さ
い
。
 

発
足
す
る
児
童
手
当
 

早
め
に
手
続
き
を
プ
 

い
よ
い
よ
来
年
一
月
か
ら
児
 

童
手
当
が
支
給
さ
れ
る
と
と
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

， 

こ
の
制
度
は
、
児
童
を
養
育
 

し
て
い
る
人
に
児
童
手
当
を
支
 

給
す
る
こ
と
に
よ
・
っ
て
、
家
庭
 

に
お
け
る
生
活
の
安
定
と
次
代
 

を
に
な
う
児
童
の
健
全
な
育
成
 

を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
 

い
ま
す
。
 

【
支
給
対
象
者
は
】
 

①
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
。
 

②
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
て
 

い
る
こ
と
。
 

③
五
歳
禾
満
の
児
童
を
ふ
く
む
 

三
人
以
上
の
一
八
歳
未
満
の
 

児
童
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
 

④
養
育
者
が
そ
の
児
童
の
父
母
 

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
児
童
 

と
生
計
を
同
一
に
し
て
い
る
 

こ
と
。
 

⑤
養
育
者
に
高
額
の
所
得
が
あ
 

る
場
合
に
は
所
得
制
限
が
あ
 

り
ま
す
。
例
え
ば
扶
養
親
族
 

が
五
人
の
場
合
、
二
百
万
円
 

以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

⑥
支
給
対
象
と
な
る
三
人
目
以
 

降
の
児
童
は
、
段
階
的
に
拡
 

全
 
の
 
日
 

体
験
者
で
あ
っ
で
初
め
て
、
理
 

解
し
同
情
が
出
来
る
も
の
で
あ
 

り
ま
す
。
こ
と
差
別
の
問
題
 

は
、
そ
ん
な
生
や
さ
し
い
も
の
 

で
は
な
い
だ
け
に
、
一
度
や
一
一
 

度
、
部
落
の
歴
史
を
読
ん
だ
ぐ
 

ら
い
で
真
の
理
解
者
に
な
れ
る
 

と
は
限
ら
な
い
が
、
同
じ
日
本
 

人
ど
う
し
「
同
和
」
の
意
義
が
示
 

す
「
同
胞
一
和
」
の
日
の
、
一
 

日
も
早
く
実
現
す
る
こ
と
を
、
 

心
か
ら
念
願
す
る
も
の
で
あ
り
 

ま
す
。
 

大
さ
れ
ま
す
。
来
年
は
、
三
 

番
目
以
降
の
子
ど
も
で
五
歳
 

未
満
の
児
童
を
対
象
と
し
、
 

昭
和
四
十
八
年
に
は
、
十
歳
 

未
満
の
児
童
を
対
象
と
し
、
 

昭
和
四
十
九
年
に
は
義
務
教
 

育
終
了
前
の
児
童
を
対
象
に
 

完
全
実
施
さ
れ
ま
す
。
 

【
児
童
手
当
の
額
】
 

三
人
目
以
降
の
児
童
一
人
に
 

つ
き
、
月
額
三
千
円
 

【
申
込
み
方
法
】
 

該
当
さ
れ
る
方
は
、
戸
籍
 

謄
本
と
印
鑑
を
も
っ
て
、
役
 

場
福
祉
係
ま
で
お
出
下
さ
 

い
。
た
だ
し
、
官
公
庁
の
職
 

員
は
、
所
属
長
に
申
請
し
て
 

下
さ
い
。
 /

 

陸
、
海
、
空
自
衛
隊
生
徒
募
集
 

自
衛
隊
で
は
次
に
よ
り
陸
海
 

空
自
衛
隊
生
徒
を
募
集
し
て
お
 

り
ま
す
。
 

一
、
応
募
資
格
 

昭
和
四
十
七
年
四
月
」
日
現
 

在
、
十
五
歳
以
上
十
七
歳
未
満
 

の
日
本
国
籍
を
有
す
る
男
子
で
 

中
学
校
を
昭
和
四
十
七
年
」
万
 

に
卒
業
す
る
見
込
の
者
お
よ
び
 

白
灯
油
の
貯
蔵
に
 

御

注

意

 田

川

地

区

消

防

署

 

収
穫
の
秋
の
訪
れ
と
共
に
、
 

火
災
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
。
 

石
油
ス
ト
ー
ブ
や
、
耕
運
機
用
 

の
白
灯
油
の
取
扱
い
が
急
激
に
 

増
え
て
き
ま
す
。
 

火
災
予
防
の
目
的
か
ら
消
防
 

関
係
法
令
で
は
次
の
よ
う
な
制
 

限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
 

下
さ
い
。
 

●
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
 

壁
威
、
ま
た
は
取
扱
う
場
合
は
、
 

消
防
組
合
管
理
者
の
許
可
を
受
 

け
る
こ
と
。
 

※
指
定
数
量
は
別
表
の
と
お
り
 

●
白
灯
油
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
以
 

上
五
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
未
満
を
貯
 

蔵
し
、
ま
た
は
取
り
扱
う
場
合
、
 

困
 
消
防
署
（
金
田
分
署
）
 

届
け
出
る
こ
と
。
、
l
t
 

、に 

る
こ
と
。
 

『
●
農
ま
た
は
取
り
扱
い
上
の
 

同
 
貯
蔵
ま
た
は
取
り
扱
う
場
 

所
は
、
 

・
屋
外
の
場
所
ー
周
囲
に
幅
ー
ー
 

メ
ー
ト
ル
以
上
（
屋
外
タ
ン
ク
 

は
ー
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
空
地
 

を
保
有
す
る
こ
と
。
 

・
屋
内
の
場
合
 

〇
壁
、
柱
、
天
井
は
耐
火
ま
た
 

は
不
燃
材
料
で
作
ら
れ
て
い
る
 

こ
と
。
 

O
開
口
部
は
防
火
戸
を
設
け
る
 

こ
と
。
 

〇
熱
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
 

困
 
消
火
器
を
一
個
設
置
す
る
 

こ
と
。
 

目
 

「
少
量
危
険
物
貯
蔵
所
」
 

「
火
気
厳
禁
」
の
標
識
を
設
け
 

ー

、

 

）
 

「
 

、a
ー
 

ノLIk
、‘ 

ー
ー
」
 

・
ー
・
、
ー
」
じ
一
‘
t
ー
 

総
 

務
 

課
 

そ
れ
以
前
に
本
業
し
た
者
。
 

ニ
、
受
付
期
間
 

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
三
十
 

日
ま
で
 

三
、
試
験
日
 

第
一
次
試
験
十
二
月
五
日
 

第
二
次
試
験
十
二
月
二
十
二
 

日。 く
わ
し
い
こ
と
は
役
場
総
務
 

課
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
 

注
意
 

イ
、
指
定
し
た
場
所
以
外
の
場
 

所
で
の
取
り
扱
い
は
避
け
る
こ
 

と。 ロ
、
附
近
に
火
気
を
近
づ
け
な
 

い
こ
と
。
 

ハ
、
石
油
ス
ト
ー
プ
に
給
油
す
 

る
場
合
、
点
火
し
た
ま
ま
補
給
 

し
な
い
こ
と
。
 

ニ
、
夜
間
の
取
り
扱
い
は
、
で
 

き
る
だ
け
避
け
る
こ
と
。
 

ホ
、
、
消
火
器
、
水
バ
ケ
ッ
を
必
 

ず
用
意
し
ま
し
ょ
う
。
 

表
 

別
 

品 名 指定数量 

ガソリン、 

箭I旨ぎ軽油、 
ヂ一ゼル油類 

勢溺麟類 

m0リットル 

印0リットル 

2, 000リットル 
3, 000リットル 

/
 


